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１｠財務諸表の作成にあたって｠

（１）｠作成の目的｠

○情報開示による透明性の向上、説明責任の履行｠

住民サービスにかかるコストと住民負担の関係を明示し、コスト意識の向上を図ります。｠

平成 20｠年度決算からは、第三セクター等も含めた連結ベースの財政状況等を明示することによ

り、現在の課題をわかりやすく説明します。｠

｠

○行政経営への活用｠

他団体との比較分析等により自団体の特徴や課題を考察し、自治体経営の方向性を検討します。｠

財務諸表から得られる情報を活用し、財政運営の改革・改善を促進します。｠

｠

○資産・債務の適切な管理｠

遊休資産を把握することにより、資産の売却・活用を促進します。｠

債務（地方債）の適正な管理を行います。（適正規模の地方債発行、繰上償還など）｠

債務（将来負担）に対する、今後必要な資金を把握します。｠

｠

（２）作成の方法｠
○基本的な考え方｠

総務省より「新地方公会計制度実務研究会報告書」（平成 19｠年 10｠月）が公表され、その中で

示された「総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領」に基づき作成しています。｠

｠

○作成対象｠

体系的な決算統計が作成されている普通会計（一般会計・交通傷害保障事業特別会計・住宅新築資

金等貸付事業特別会計・公共用地先行取得事業特別会計・福祉バス事業特別会計）と連結財務書類の

範囲となる特別会計、地方三公社、一部事務組合、広域連合、第三セクター等を対象としました。｠

｠

・地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業｠｠

（水道事業会計、工業用水道事業会計）  

｠

・地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業以外の公営事業会計｠｠

（国民健康保険特別会計、国民健康保険診療所事業特別会計、老人保健事業特別会計、介護保険

事業特別会計、港湾上屋事業特別会計、臨海土地造成事業特別会計、下水道事業特別会計、駐

車場事業特別会計、介護サービス事業特別会計、簡易水道事業特別会計、統合簡易水道事業特

別会計、介護予防支援事業特別会計、後期高齢者医療保険特別会計）  

｠

・地方三公社｠

（四国中央市土地開発公社）｠｠

｠

・一部事務組合・広域連合｠｠

（愛媛県市町総合事務組合、愛媛県後期高齢者医療広域連合、愛媛地方税滞納整理機構）  
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・第三セクター等｠｠

（株式会社やまびこ、財団法人四国中央市体育協会、財団法人やまじ風スポーツ財団、株式会

社四国中央市総合サービスセンター）｠｠

｠

○収入・支出などの認識方式｠

会計年度の最終日（平成 22 年３月 31 日）を基準日としています。ただし、出納整理期間（平成 22

年４月１日～平成22年５月 31日）における出納については、基準日までに終了したものとして処理し

ています。｠

 

○流動・固定の分類基準 

１年基準を原則としています。１年基準とは、資産及び負債を流動・固定に区分するための一つの基

準で、バランスシートの基準日の翌日から１年以内に入金又は支払いの期限が到来するものを流動資産

又は流動負債とし、それ以外のものを固定資産又は固定負債とするものです。 

 

○基礎数値 

電算処理化された昭和44年度以降の「地方財政状況調査表（決算統計）」のデータを基礎数値として

用いています。但し、昭和43年以前の資産についても把握可能なものについては計上しています。｠

｠ ｠ ｠ 市町村合併に伴い、旧団体（川之江市・伊予三島市・土居町・新宮村・宇摩広域市町村圏組合・銅山

川疏水組合）の資産・負債は全て四国中央市に継承されており、これに基づき計算の基礎となる決算統

計データも集計しています。 

｠

（３）｠財務書類４表の整備について｠
平成 18｠年６｠月に施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」により、資産・債務の実態把握と管理体制の整備、そして資産・債務改革の推進が地方自治

体に求められたことを踏まえ、平成 18｠年８月に「地方公共団体における行政改革の更なる推進の

ための指針」が策定され、そのなかで人口３万人以上の都市は、普通会計ベース及び連結ベースの

財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を平成 21｠年

度（平成 20｠年度決算）までに整備すること、との方針が示されました。｠

方針に基づき、四国中央市では、平成 21｠年度（平成 20｠年度決算）から、普通会計ベース及び

連結ベースの財務書類４表を作成・公表しています。｠

｠

｠ ｠ ｠ なお、今回は、平成 22年度（平成 21年度決算）の普通会計ベース及び連結ベースの財務書類４

表を公表します。｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠
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２｠四国中央市の財務諸表（普通会計）｠

（１）｠貸借対照表｠
平成 21年度の貸借対象表は、次のとおりです。｠

｠
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（２）｠行政コスト計算書｠
平成21年度の行政コスト計算書は、次のとおりです。｠

｠
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（３）｠純資産変動計算書｠
平成21年度の純資産変動計算は、次のとおりです。｠

｠

｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
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（４）｠資金収支計算書｠｠
平成 21年度の資金収支計算書は、次のとおりです。｠

｠
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（５）｠市民１人あたりの財務諸表｠
平成 21年度の市民１人あたりの財務４表は、次のとおりです。｠

（平成22年３月 31日現在人口92,913人）｠
｠

｠
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｠
｠

｠
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｠
｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠
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｠

｠
｠
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３｠四国中央市の財務諸表（連結）｠

（１）連結財務書類作成の方法｠

○連結財務書類作成上の相殺消去｠

連結の対象となる会計・団体・法人間で行われている内部取引は、水道料金、下水道使用料、施

設使用料等条例で金額が定められているものや年間取引総額が少額のものを除き、すべて相殺消去

しています。普通会計と他の連結対象会計・団体・法人の取引から生じた債権・債務や出資金、普

通会計から他の連結対象会計・団体・法人への委託料、補助金や繰出金は相殺消去しています。｠｠

｠

○出納整理期間中における現金の受払等の調整｠｠

連結の対象となる会計・団体・法人の期末貸借対照表において、出納整理期間の定めのある会計・団

体に対する未収金・未払金が計上され、出納整理期間の定めのある会計・団体における出納整理期間中

にこれに対応する現金の受払等がなされた場合については、当該連結の対象となる会計・団体・法人に

おいて、期末に現金の受払等が終了したものとして調整を行っています。 

 

｠ ｠ ○連結の基礎となる各会計及び団体の個別財務書類作成方法｠

・地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業｠｠

地方公営企業で作成されている貸借対照表、損益計算書から「新地方公会計制度実務研究会報告書」

で示された科目対応表に基づき、連結財務書類上の勘定科目に組み替えを行っています。 退職手当引当

金、賞与引当金については、普通会計の財務書類作成基準に準じて算定を行っています。  

｠

・地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業以外の公営事業会計｠｠

普通会計の財務書類作成基準に準じて、各会計の財務書類を作成しています。  

｠

・地方三公社｠

土地開発公社経理基準要綱に従って作成される貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー

計算書から「新地方公会計制度実務研究会報告書」で示された科目対応表に基づき、連結財務書

類上の勘定科目に組み替えを行っています。｠｠

賞与引当金については、普通会計の財務書類作成基準に準じて算定を行っています。｠｠

｠

・一部事務組合・広域連合｠｠

普通会計の財務書類作成基準に準じて、各団体の財務書類を作成しています。｠

また、連結に際しては、比例連結（経費負担割合を乗じた金額のみを連結する）の手法を採っ

ています。｠｠

｠

・第三セクター等｠｠

各団体が会計基準等に従い作成されている財務諸表から「新地方公会計制度実務研究会報告書」

で示された科目対応表に基づき、連結財務書類上の勘定科目に組み替えを行っています。退職手

当引当金、賞与引当金については、普通会計の財務書類作成基準に準じて算定を行っています。｠｠

｠
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（２）｠貸借対照表｠
平成 21年度の貸借対照表（連結）は、次のとおりです。｠

｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
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（３）｠行政コスト計算書｠
平成21年度の行政コスト計算書（連結）は、次のとおりです。｠

｠
｠
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（４）｠純資産変動計算書｠
平成21年度の純資産変動計算書（連結）は、次のとおりです。｠

｠

｠
｠
｠
｠
｠
｠
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（５）｠資金収支計算書｠｠
平成 21年度の資金収支計算書表（連結）は、次のとおりです。｠

｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠
｠

（単位：千円）

人件費

物件費

社会保障給付

補助金等

支払利息

その他支出

支 出 合 計

地方税

地方交付税

国県補助金等

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入

諸収入

地方債発行額

長期借入金借入額

短期借入金増加額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

その他支出

支 出 合 計

国県補助金等

地方債発行額

長期借入金借入額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

投資及び出資金

貸付金

基金積立額

定額運用基金への繰出支出

地方債償還額

長期借入金返済額

短期借入金減少額

長期未払金支払支出

収益事業純支出

その他支出

支 出 合 計

国県補助金等

貸付金回収額

基金取崩額

地方債発行額

長期借入金借入額

公共資産等売却収入

収益事業純収入

その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度資金増減額

期首資金残高

経費負担割合変更に伴う差額

期末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成２１年４月　１日

至　平成２２年３月３１日

１ 経 常 的 収 支 の 部

10,193,948

5,474,516

26,288,385

6,498,308

2,676,109

996,278

52,127,544

15,513,130

5,491,781

15,224,845

2,169,458

11,674,449

3,966,258

8,428,336

461,238

1,337,282

0

0

117,614

1,695,816

66,080,207

13,952,663

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

7,348,129

605,779

0

0

0

707

0

60,156

84,305

0

7,954,615

739,165

1,787,118

2,670,744

△ 5,283,871

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

1,500

249,500

168,524

0

11,816,591

231,842

0

0

137,030

12,634,995

0

287,540

30,008

0

2,182,400

0

127,065

0

243,098

8,215,425

2,840,103

△ 9,794,893

△ 112,259

△ 1,238,360

9,455,074

△ 1,289
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４｠財務諸表の説明｠

（１）｠財務書類４表の説明｠

○貸借対照表｠

貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その

資産をどのような財源（負債・純資産）でまかなってきたかを総括的に対照表示した一覧表です。｠

「資産」には、住民サービス提供のためのもの（使う資産）と、税金の未収金や売却可能資産な

どの資金流入をもたらすもの（売れる資産、回収する資産）があります。｠

「負債」とは、将来、支払い義務の履行により自治体から資金流出をもたらすもので、「将来世

代が負担する部分」という見方ができます。｠

「純資産」とは、資産と負債の差額で、主に補助金や一般財源があります。これは、「現在まで

の世代が負担した部分」という見方ができます。｠

｠

○行政コスト計算書｠

行政コスト計算書とは、４月１日から翌年の３月 31 日までの１年間の行政活動のうち、行政

が提供する資産形成以外のすべてのサービスに係る経費【経常行政コスト】と、その行政サービ

スの直接の対価として得られた財源【経常収益】を、目的別に対比させた財務書類です。これに

より行政サービスの受益と負担の割合をみることができます。｠

｠

○純資産変動計算書｠

純資産変動計算書とは、貸借対照表の【純資産の部】を構成する「公共資産等整備国県補助金

等」、「公共資産等整備一般財源等」、「その他一般財源等」、「資産評価差額」について、１

年間でどのように変動したかを表している財務書類です。｠

貸借対照表の説明でも述べましたが、【純資産の部】は「現在までの世代が負担した部分」で

すので、この財務書類により、１年間でそれが増えたのか減ったのかがわかります。｠

｠

○資金収支計算書｠

資金収支計算書とは、歳計現金（＝資金）の出入りの情報を性質の異なる３つの区分（活動）

に分けて表示した財務書類です。３つの区分とは、「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の

部」及び「投資・財務的収支の部」です。｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠
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（２）財務書類４表のつながり｠
｠

資産 負債

 ・・・

 ・・・ 純資産

 歳計現金

 ・・・

貸借対照表 純資産変動計算書

－　　　　支　　　　出

行政コスト計算書

＝　  期末純資産残高

　　　 　　収　　　　入

資金収支計算書

＋　一般財源,補助金受入等

±　　　資産評価替等

　　　 期首純資産残高

－　　純経常行政コスト

＝　　期末歳計現金残高

　　　 経常行政コスト

－　　　　経常収益

＝　　純経常行政コスト

＋　　期首歳計現金残高

＝　　歳計現金増減額

 

 

①貸借対照表の「歳計現金」と資金収支計算書の「期末歳計現金残高」は一致する。 

②貸借対照表の「純資産の部」と純資産変動計算書の「期末純資産残高」は一致する。 

③行政コスト計算書の「純経常行政コスト」と純資産変動計算書の変動要因である「純経常行政コスト」

は一致する。 

④貸借対照表の「現金及び預金」と資金収支計算書の「現金の残高」は一致する。 

⑤貸借対照表の「利益剰余金」と損益計算書の「当期純利益」は一致する。 

 

 

 


